
（別紙 看多機ホームみなりっこ料金表）＊令和８年６月１日時点 

提供するサービスの費用について 

（１）介護保険給付サービス利用料金 

  ＊法定代理受領分は介護報酬告示上の額の利用者負担割合に応じた額 

【看護小規模多機能型居宅介護費】        【短期利用居宅介護費】 

要介護度 単位数 

要介護１ １２４４７ 

要介護２ １７４１５ 

要介護３ ２４４８１ 

要介護４ ２７７６６ 

要介護５ ３１４０８ 

   

   

＊主治医が、末期の悪性腫瘍、そのほか別に厚生労働大臣が定める疾病等で医療保険の訪問看護を頻

回に利用した場合、下記の減算があります。厚生労働大臣が定める疾病は下記に示した通りです。 

医療による訪問看護の減算 要介護 1～3 要介護 4 要介護 5 

末期の悪性腫瘍等により医療保険の訪問看護が

行なわれる場合  

※別に厚生労働大臣が定める疾病等により頻回

の医療保険の訪問看護が行なわれる場合 

（1 月につき） 

－９２５ －１８５０ －２９１４ 

特別の指示により頻回に医療保険の訪問看護が

行われる場合 

(１日につき) 

－３０ －６０ －９５ 

＊別に厚生労働大臣が定める疾病の内容とは次のとおりです。 

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、

進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症

およびパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度

がⅡ度又はⅢ度のものに限る）をいう）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮

症、シャイ・ドレーガー症候群）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質

ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不

全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態 

  

要介護度 単位数 

要介護１ ５７１ 

要介護２ ６３８ 

要介護３ ７０６ 

要介護４ ７７３ 

要介護５ ８３９ 



 

【加算】 ※が付いている加算は区分支給限度基準額の対象外 

加算名称 単位数 備考 算定該当 

初期加算 

（1 日につき） 
３０ 

登録日から起算して 30 日以内

の期間において算定 
● 

認知症加算 

（１月につき） 

Ⅰ ９２０  ● 

Ⅱ ８９０   

Ⅲ ７６０   

Ⅳ ４６０  ● 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

（１日につき） 
２００ 短期利用のみ７日間を限度 ● 

若年性認知症利用者受入加算 

（１月につき） 
８００  ● 

栄養アセスメント加算 

（１月につき） 
５０   

栄養改善加算 ２００ １月に２回を限度  

口腔栄養スクリーニング加算 
Ⅰ ２０ 

６月に１回を限度 
 

Ⅱ ５  

口腔機能向上加算 
Ⅰ １５０ 

月２回を限度 
● 

Ⅱ １６０ ● 

退院時共同指導加算 

（１回につき） 
６００  ● 

緊急時対応加算※ 

（１月につき） 
７７４  ● 

特別管理加算※ 

（１月につき） 

Ⅰ ５００  ● 

Ⅱ ２５０  ● 

専門管理加算※ 

（１月につき） 
２５０   

ターミナルケア加算※ 

（１月につき） 
２５００ 

死亡日及び死亡日前 14 日以内に 2 日

以上ターミナルケアを行った場合 
● 

遠隔死亡診断補助加算※ １５０ 

主治医の指示に基づき、情報通信機

器を用いて医師の死亡診断補助を行

った場合 

 

看護体制強化加算※ 

（１月につき） 

Ⅰ ３０００   

Ⅱ ２５００  ● 

訪問体制強化加算※ 

（１月につき） 
１０００  ● 

総合マネジメント体制強化加算※ 

（１月につき） 

Ⅰ １２００  ● 

Ⅱ ８００   

褥瘡マネジメント加算 

（１月につき） 

Ⅰ ３  ● 

Ⅱ １３  ● 

 

  



加算名称 単位数 備考 算定該当 

排せつ支援加算 

（１月につき） 

Ⅰ １０  ● 

Ⅱ １５  ● 

Ⅲ ２０   

科学的介護推進体制加算 

（１月につき） 
４０  ● 

生産性向上推進体制加算 

（１月につき） 

Ⅰ １００   

Ⅱ １０  ● 

サービス提供体制強化加算※ 

（１月につき） 

Ⅰ ７５０   

Ⅱ ６４０  ● 

Ⅲ ３５０   

介護職員等処遇改善加算※ 

Ⅰイ 所定単位数の 168/1000  

Ⅰロ 所定単位数の 177/1000 ● 

Ⅱイ 所定単位数の 165/1000  

Ⅱロ 所定単位数の 174/1000  

Ⅲ 所定単位数の 153/1000  

Ⅳ 所定単位数の 125/1000  

  ＊上記単位数に 10.00 円を乗じた額（切り捨て）の内、1 割（一定以上所得のある方は 2 割又は 3

割）が利用者負担額となります。 

  ＊月ごとの包括料金ですので、利用者の体調不良や状態の変化等により小規模多機能居宅介護計画に

定めた期日よりも利用が少なかった場合、または多かった場合であっても、日割りでの割引または

増額はいたしません。 

  ＊月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割り

した料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の

日を指します。 

   「登 録 日」→利用者が当事業所との利用契約日ではなく、サービスを実際に開始した日。 

   「登録終了日」→利用者が当事業所との利用契約を終了した日。 

  ＊利用者がまだ介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をお支払いいただきま

す。介護認定を受けた後、自己負担額を除く全額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

  ＊以下の場合は減算となります。 

・身体拘束廃止に向けての取り組みを行っていない場合 

・高齢者虐待防止措置について未実施の場合 

・業務継続計画を未策定の場合 

・登録定員を超えている、もしくは人員配置不足の場合 

・サービス提供が過少である場合 

  ＊介護報酬は定期的な見直しがあります。変更があった場合は、再度別紙にてご説明し、同意をいた

だきます。 

  



（２）利用料金が医療保険の給付の対象となるサービス 

  ＊医療保険による訪問看護 

  イ．基本料金（被保険者証の種別によって、下記料金の自己負担額が 1～3 割と異なります） 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

同一建物居住以外に対する訪問看護 
  

保健師・看護師等による場合 
週 3 日目まで ５，５５０円  

週 4 日目以降 ６，５５０円  

准看護師による場合 
週 3 日目まで ５，０５０円  

週 4 日目以降 ６，０５０円  

訪問看護基本療養費Ⅱ 

同一日に同一建物居住者 2 人の場合と 3 人以上の場合 
2 人 3 人以上 

保健師・看護師等による場合 
週 3 日目まで ５，５５０円 ２，７８０円 

週 4 日目以降 ６，５５０円 ３，２８０円 

准看護師による場合 
週 3 日目まで ５，０５０円 ２，５３０円 

週 4 日目以降 ６，０５０円 ３，０３０円 

  ＋ 

訪問看護管理療養費 月の初月の訪問 2 日目以降の訪問 

安全な提供体制が整備されており、訪問看護計画

書及び訪問看護報告書を主治医に提供するととも

に、訪問看護の実施に関して計画的な管理を継続

して行なった場合。 

７，４００円／日 ２，９８０円／日 

 

  ロ．医療保険による加算料金 

（被保険者証種別によって、下記料金の自己負担額が 1～3 割と異なります） 

加算名称 料金 備考 

難病等複数回訪問加算 

（訪問日数につき） 

４，５００円 

＊1 日 2 回の訪問 

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者また

は、特別訪問看護指示書の交付を受けた利

用者に対して、必要に応じて１日に２回又

は３回以上の訪問看護を行った場合 
８，０００円 

＊1 日 3 回以上の訪問 

長時間訪問看護加算 

（週１回を限度） 
５，２００円 １回の訪問看護の時間が 90 分を超えた場合 

夜間早朝訪問看護加算 

（１日につき） 
２，１００円 

夜間（午後６時から午後１０時）又は早朝

（午前６時から午前８時）の時間に訪問看

護を行なった場合 

深夜訪問看護加算 

（１日につき） 
４，２００円 

深夜（午後１０時から午前６時）の時間に

訪問看護を行なった場合 

 

  



加算名称 料金 備考 

24 時間対応体制加算 

（１月につき） 
６，４００円 

電話等により看護に関する意見を求められ

た場合、常時対応できる体制にあり、さら

に必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制

にある場合 

特別管理加算 

（１月につき） 

１ ５，０００円 
特別な管理を必要とする者。 

Ⅱ ２，５００円 

特別管理指導加算 

（１回につき） 
２，０００円 

退院時共同指導加算算定時に特別な管理を

必要とする者に対して算定する。 

退院支援指導加算 

（１回につき） 
６，０００円 

保険医療機関から退院するにあたって、療

養上必要な指導を行った場合 

退院時共同指導加算 ８，０００円 

保険医療機関に入院中または、介護老人保

健施設もしくは介護医療院に入所中で退院

退所時に在宅療養に利用者または家族に指

導する場合。 

訪問看護情報提供療養費１ １，５００円 

当該利用者の居住地を管轄する市町村等に

対して情報を提供した場合。 

利用者一人につき１回限り算定。 

訪問看護情報提供療養費３ １，５００円 

保険医療機関に入院中または、介護老人保

健施設もしくは介護医療院へ入院入所する

ときに情報提供した場合。 

利用者一人につき１回限り算定。 

ターミナルケア療養費 

（死亡月に１回） 
２５，０００円 

在宅で死亡した利用者に対して、主治医の

指示により、その死亡日及び死亡日前１４

日以内に２回以上の訪問看護を実施し、か

つターミナルケアに係る支援体制について

利用者およびその家族等に対して説明した

上でターミナルケアを行った場合。 

 

  



（３）その他の費用について 

   ＊以下の金額は利用料金の全額が利用者負担になります。 

項目 料金等 

食費 

朝食３８０円・昼食６３０円・夕食６３０円 

希望に応じて外食の機会を設けています。６３０円を超える費用に

ついては実費負担をお願いする場合がございます。 

（月に１回程度） 

宿泊費 

３，０００円／泊 

２週間以上の連泊をご希望の場合は、４，０００円／泊となりま

す。 

リネン代 １９０円／日 

オムツ代 1800 円～3540 円/袋 （使用するオムツの種類によります） 

クラブ活動等にかかる費用 
内容等により、料金に変動があります。材料費や行事特別料理等に

係る必要最低限の範囲です。参加を希望された場合に限り、必要と

なります。 

また、必要時には事前の連絡及び相談をさせてもらいます。 
特別行事や食事にかかる費用 

 ＊サービスの提供にあたっては、あらかじめ当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を

得ます。居宅サービス計画への同意をもって利用申込とさせて頂きます。 

 【その他必要と思われる費用】 

 ＊複写物の交付料。 

 ＊1４日以上の連泊を利用された時には、連泊利用中止した場合にハウスクリーニング代として費用の

負担をいただきます（33,000 円）。 

例外として、１４日未満の連泊であっても、汚れの度合いによってはハウスクリーニング代を請求さ

せていただきます。 

 ＊理美容サービスを依頼した場合、理美容代が別途発生します。 

カット：2,000 円、毛染め：3,000 円、シャンプー：1,000 円。ただし、毛染め薬剤持参の場合は毛 

染め代が 2,000 円となります。 

 

 


